
目
　
　
　
次

告
　
　
　
示

○
山
梨
県
社
会
福
祉
村
と
総
称
す
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
七
九

○
道
路
の
供
用
開
始
（
三
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
七
九

○
河
川
法
に
基
づ
く
兼
用
工
作
物
の
工
事
等
の
協
議
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
八
〇

一
の
敷
地
内
に
あ
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
建
築
物
以
外
の
建
築
物
の
位
置
及
び
構
造
が

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
三
八
〇

安
全
上
、
防
火
上
及
び
衛
生
上
支
障
が
な
い
旨
の
認
定

公
　
　
　
告

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
三
八
〇

人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名
の
変
更
の
届
出

正
　
　
　
誤

○
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日
付
号
外
第
十
七
号
中
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
八
三

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
二
百
二
十
号

山
梨
県
社
会
福
祉
村
と
総
称
す
る
件
（
昭
和
五
十
一
年
山
梨
県
告
示
第
三
百
四
十
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

本
則
中
「
授
産
」
を
「
就
労
の
機
会
の
提
供
」
に
改
め
、
八
か
ら
十
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

八
　
山
梨
県
立
あ
け
ぼ
の
支
援
学
校

九
　
山
梨
県
立
わ
か
ば
支
援
学
校

十
　
山
梨
県
立
富
士
見
支
援
学
校
旭
分
校

山
梨
県
告
示
第
二
百
二
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
八
月
三
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

県
道

甲
府
山
梨
線

山
梨
市
市
川
字
植
田
一
一
九
八
番
地

四
四
〇
・
〇
平
成
二
十
一

先
か
ら

年
七
月
十
三

山
梨
市
北
字
ナ
ベ
ブ
タ
二
〇
二
八
番

日

地
先
ま
で

山
梨
市
北
字
コ
ブ
ケ
二
一
四
四
番
地

一
八
〇
・
〇

先
か
ら

山
梨
市
北
字
中
片
瀬
二
一
六
六
番
地

先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
二
百
二
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務

所
（
峡
北
支
所
を
除
く
。）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
八
月
三
日
ま
で
一
般
の

縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
甲
府
韮
崎
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

甲
斐
市
大
字
龍
地
字
烏
塚
三
〇
三
八
番
の
五
地
先

旧

六
・
七
〜

七
九
〇
・
〇

か
ら

一
四
・
七

甲
斐
市
大
字
龍
地
字
竜
ヶ
池
六
四
五
七
番
の
一
地

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
九
百
六
十
四
号
　
　
平
成
二
十
一
年
七
月
十
三
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

三
七
九

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
一
年

七
月
十
三
日

第
千
九
百
六
十
四
号

月　曜　日



先
ま
で

新

一
七
・
一
〜

七
九
〇
・
〇

三
五
・
九

山
梨
県
告
示
第
二
百
二
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務

所
峡
北
支
所
に
お
い
て
、こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
八
月
三
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

県
道

駒
ヶ
岳
公
園

北
杜
市
白
州
町
横
手
字
原
道
上
一
三

一
三
六
・
〇
平
成
二
十
一

線

〇
九
番
の
一
地
先
か
ら

年
七
月
十
三

北
杜
市
白
州
町
横
手
字
中
込
一
四
一

日

八
番
の
二
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
二
百
二
十
四
号

河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
堤
防
と
道
路

と
の
兼
用
工
作
物
の
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
協
議
が
成
立
し
た
の
で
、
告
示
す
る
。
そ
の
関
係
図
書
は
、

山
梨
県
県
土
整
備
部
治
水
課
及
び
峡
東
建
設
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
河
川
の
名
称
　
富
士
川
水
系
　
笛
吹
川

二
　
河
川
管
理
施
設
の
名
称
又
は
種
類
　
左
岸
堤
防

三
　
河
川
管
理
施
設
の
位
置
　
甲
州
市
塩
山
三
日
市
場
字
中
川
窪
二
千
五
百
七
番
十
三
か
ら
甲
州
市
塩

山
三
日
市
場
字
中
川
窪
二
千
五
百
七
番
十
八
ま
で

四
　
管
理
を
行
う
者
の
氏
名
及
び
住
所

１
　
氏
名
　
株
式
会
社
笛
吹
　
代
表
取
締
役
　
田
原
勝
代

２
　
住
所
　
笛
吹
市
境
川
町
大
坪
六
百
三
十
番
地

五
　
管
理
の
内
容

１
　
道
路
専
用
施
設
（
路
面
（
路
盤
の
部
分
を
含
む
。
）
、
路
肩
、
道
路
の
附
属
物
そ
の
他
の
専
ら

道
路
の
管
理
上
必
要
な
施
設
又
は
工
作
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
の
新
設
（
道
路
の
附
属
物
に

係
る
も
の
に
限
る
。）、
改
築
、
維
持
又
は
修
繕

２
　
路
肩
に
接
す
る
法
面
で
、
当
該
路
肩
か
ら
法
長
一
・
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
範
囲
内
に
あ
る
も
の

に
つ
い
て
の
維
持

３
　
原
則
と
し
て
道
路
専
用
施
設
に
係
る
災
害
復
旧

六
　
管
理
の
期
間
　
平
成
二
十
一
年
七
月
十
三
日
か
ら
道
路
を
廃
止
す
る
と
き
又
は
堤
防
の
公
用
を
廃

止
す
る
と
き
ま
で

山
梨
県
告
示
第
二
百
二
十
五
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
八
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同

法
第
八
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
一
の
敷
地
内
に
あ
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
建
築
物
（
以
下
「
一

敷
地
内
認
定
建
築
物
」
と
い
う
。）
以
外
の
建
築
物
の
位
置
及
び
構
造
が
次
の
公
告
認
定
対
象
区
域
内
の

他
の
一
敷
地
内
認
定
建
築
物
の
位
置
及
び
構
造
と
の
関
係
に
お
い
て
安
全
上
、
防
火
上
及
び
衛
生
上
支

障
が
な
い
こ
と
を
認
定
し
た
の
で
、
第
八
十
六
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
認
定
番
号

山
梨
県
指
令
建
住
第
一
三
四
九
号

二
　
公
告
認
定
対
象
区
域

甲
斐
市
名
取
字
中
河
原
三
五
九
番
一

三
　
公
告
認
定
対
象
区
域
等
を
表
示
し
た
図
書
の
縦
覧
の
場
所

山
梨
県
県
土
整
備
部
建
築
住
宅
課

公
　
　
　
告

'

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
公
告
す
る
。
そ
の
届
出
を
山
梨
県
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
平
成
二
十

一
年
十
一
月
十
三
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
九
百
六
十
四
号
　
　
平
成
二
十
一
年
七
月
十
三
日

三
八
〇



一
　
届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

１
　
氏
名
又
は
名
称
　
ユ
ニ
ー
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
　
前
村
哲
路

２
　
住
所
　
愛
知
県
稲
沢
市
天
池
五
反
田
町
一
番
地

二
　
届
出
の
概
要

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

（一）

名
称
　
ラ
ザ
ウ
ォ
ー
ク
甲
斐
双
葉
（
本
体
棟
）

（二）

所
在
地
　
山
梨
県
甲
斐
市
志
田
字
柿
木
六
四
五
│
一
番
地
の
一
部
外

２
　
変
更
し
た
事
項

変
　
更
　
事
　
項

変
更
後
の
氏
名
又
は
名
称
及
び

変
更
後
の
住
所

法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏

名

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い

ユ
ニ
ー
株
式
会
社
　
代
表
取
締
愛
知
県
稲
沢
市
天
池
五
反
田

て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏

役
　
前
村
哲
路

町
一
番
地

名
又
は
名
称
及
び
住
所
並

び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代

吉
田
興
産
株
式
会
社
　
代
表
取
長
野
県
長
野
市
大
字
南
長
野

表
者
の
氏
名

締
役
　
中
山
仁

新
田
町
千
百
二
十
六
番
地

有
限
会
社
焼
津
谷
島
屋
　
代
表
静
岡
県
焼
津
市
栄
町
四
丁
目

取
締
役
　
中
野
弘
道

二
番
四
号

株
式
会
社
ひ
ら
お
か
　
代
表
取
静
岡
県
静
岡
市
葵
区
春
日
二

締
役
　
平
岡
正
也

丁
目
十
一
番
十
号

株
式
会
社
キ
ャ
ビ
ン
　
代
表
取
東
京
都
千
代
田
区
九
段
北
一

締
役
　
中
島
徹
郎

丁
目
十
三
番
五
号

株
式
会
社
織
部
　
代
表
取
締
役
岐
阜
県
多
治
見
市
旭
ヶ
丘
十

奥
村
紀
八
郎

丁
目
六
番
地
の
百
三
十

株
式
会
社
シ
ー
ズ
プ
ラ
ン
ニ
ン
東
京
都
練
馬
区
春
日
町
六
丁

グ
　
代
表
取
締
役
　
関
好
邦

目
十
九
番
八
号

株
式
会
社
マ
ツ
モ
ト
キ
ヨ
シ

千
葉
県
松
戸
市
新
松
戸
東
九

代
表
取
締
役
　
松
本
南
海
雄

番
地
一

ト
リ
ン
プ
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
東
京
都
大
田
区
平
和
島
六
丁

ナ
ル
・
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社

目
一
番
一
号

代
表
取
締
役
　
ク
リ
ス
チ
ャ
ン

・
ト
ー
マ

株
式
会
社
ワ
ー
ル
ド
　
代
表
取
兵
庫
県
神
戸
市
中
央
区
港
島

締
役
　
寺
井
秀
蔵

中
町
六
丁
目
八
番
一

株
式
会
社
ス
タ
ン
プ
マ
ー
ト

山
梨
県
甲
府
市
大
里
町
四
千

代
表
取
締
役
　
小
林
彰
男

二
百
二
十
七
番
地

株
式
会
社
東
京
デ
リ
カ
　
代
表
東
京
都
葛
飾
区
新
小
岩
一
丁

取
締
役
　
木
山
茂
年

目
四
十
八
番
一
号

株
式
会
社
エ
ー
ビ
ー
シ
ー
マ
ー
東
京
都
渋
谷
区
神
南
一
丁
目

ト
　
代
表
取
締
役
　
野
口
実

十
一
番
五
号

株
式
会
社
キ
ャ
メ
ル
珈
琲
　
代
東
京
都
世
田
谷
区
代
田
二
│

表
取
締
役
　
尾
田
信
夫

三
十
一
│
八

株
式
会
社
ホ
ッ
ト
ラ
ン
ド
　
代
群
馬
県
桐
生
市
広
沢
町
四
丁

表
取
締
役
　
佐
瀬
守
男

目
二
千
四
百
三
十
番
地

株
式
会
社
ク
ロ
ス
カ
ン
パ
ニ
ー
岡
山
県
岡
山
市
幸
町
二
番
八

代
表
取
締
役
　
石
川
康
晴

号

株
式
会
社
バ
リ
ュ
ー
プ
ラ
ン
ニ
兵
庫
県
神
戸
市
中
央
区
坂
口

ン
グ
　
代
表
取
締
役
　
井
元
憲
通
七
丁
目
二
番
十
七
号

生株
式
会
社
ア
イ
ジ
ー
エ
ー
　
代
福
井
県
越
前
市
矢
放
町
第
十

表
取
締
役
　
五
十
嵐
義
和

三
号
八
番
地
の
九

有
限
会
社
ハ
ー
ト
マ
ー
ケ
ッ
ト
群
馬
県
前
橋
市
川
原
町
三
百

代
表
取
締
役
　
櫻
井
明

七
十
七
番
三
十
一

株
式
会
社
ポ
イ
ン
ト
　
代
表
取
茨
城
県
水
戸
市
泉
町
三
丁
目

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
九
百
六
十
四
号
　
　
平
成
二
十
一
年
七
月
十
三
日

三
八
一



締
役
　
石
井
稔
晃

一
番
二
十
七
号

株
式
会
社
フ
ォ
ネ
ッ
ト
　
代
表
山
梨
県
中
巨
摩
郡
昭
和
町
清

取
締
役
　
清
水
栄
一

水
新
居
千
五
百
二
十
七
番
地

山
梨
パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク
シ
ス
テ
ム
山
梨
県
中
巨
摩
郡
昭
和
町
西

株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
　
渡
条
二
千
三
百
三
十
一
番
地

辺
良
樹

株
式
会
社
プ
レ
ジ
ャ
ー
ゾ
ー
ン
大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
久
太

代
表
取
締
役
　
藤
井
豊

郎
町
二
丁
目
二
番
七
号

有
限
会
社
ビ
ズ
・
カ
ン
パ
ニ
ー
宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町

代
表
取
締
役
　
陳
必
正

二
丁
目
九
番
十
六
号

株
式
会
社
ア
ー
ト
ヴ
ィ
レ
ッ
ヂ
東
京
都
墨
田
区
石
原
四
丁
目

代
表
取
締
役
　
鈴
木
安
喜
雄
十
五
番
四
号

株
式
会
社
Ｆ
・
Ｏ
イ
ン
タ
ー
ナ
兵
庫
県
神
戸
市
中
央
区
栄
町

シ
ョ
ナ
ル
　
代
表
取
締
役
　
小
通
二
丁
目
四
│
十
四

野
行
由

キ
ン
バ
レ
ー
株
式
会
社
　
代
表
東
京
都
新
宿
区
住
吉
町
八
番

取
締
役
　
丸
山
雅
史

十
二
号

カ
ン
ダ
キ
ラ
ッ
ト
株
式
会
社

岡
山
県
津
山
市
川
崎
千
九
百

代
表
取
締
役
　
菅
田
拓
平

二
番
地
の
三

株
式
会
社
ア
イ
ウ
ォ
ー
ク
　
代
東
京
都
台
東
区
上
野
四
丁
目

表
取
締
役
　
栗
原
裕

五
番
十
一
号

株
式
会
社
松
月
堂
　
代
表
取
締
山
梨
県
南
巨
摩
郡
鰍
沢
町
千

役
　
保
坂
昌
史

六
百
八
十
五
番
地

株
式
会
社
桔
梗
屋
　
代
表
取
締
山
梨
県
笛
吹
市
一
宮
町
坪
井

役
　
中
丸
眞
治

千
九
百
二
十
八
番
地

株
式
会
社
マ
ツ
ザ
ワ
　
代
表
取
長
野
県
下
伊
那
郡
高
森
町
下

締
役
　
松
澤
徹

市
田
三
千
百
二
十
三
番
地

株
式
会
社
太
陽
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
神
奈
川
県
横
浜
市
保
土
ヶ
谷

イ
ズ
　
代
表
取
締
役
　
荒
川
正
区
川
辺
町
三
番
地

平有
限
会
社
ベ
ス
ト
ト
レ
ー
デ
ィ
東
京
都
新
宿
区
新
宿
四
丁
目

ン
グ
　
代
表
取
締
役
　
吉
本
健
一
番
二
十
二
号

治有
限
会
社
テ
ィ
ー
エ
ヌ
コ
ン
ペ
山
梨
県
甲
府
市
中
央
一
丁
目

テ
ィ
シ
ョ
ン
　
代
表
取
締
役

十
一
番
八
号

大
森
望

小
松
匡
聡

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁

目
九
番
八
号

株
式
会
社
フ
ォ
ト
ス
タ
・
ト
ゥ
長
野
県
伊
那
市
荒
井
三
千
四

エ
ン
テ
ィ
ワ
ン
　
代
表
取
締
役
百
九
十
二
番
地
十
七

矢
島
宏

有
限
会
社
ｂ
・
ｘ
　
ｓ
ｔ
ｏ
ｒ
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁

ｅ
　
代
表
取
締
役
　
宮
下
修

目
八
番
九
号
丸
の
内
ビ
ル
三

Ｆ

株
式
会
社
ク
リ
ー
ド
　
代
表
取
東
京
都
世
田
谷
区
池
尻
四
丁

締
役
　
中
利
行

目
二
十
六
番
十
号

有
限
会
社
稲
垣
商
事
　
代
表
取
長
野
県
伊
那
市
西
町
五
千
二

締
役
　
稲
垣
博
司

百
三
十
七
番
地
一

株
式
会
社
ク
リ
ス
タ
ル
ワ
ー
ル
京
都
府
京
都
市
中
京
区
三
条

ド
　
代
表
取
締
役
　
湯
山
廣
敏
通
川
原
町
西
入
石
橋
町
十
四

番
地
七

東
京
シ
ャ
ツ
株
式
会
社
　
代
表
東
京
都
千
代
田
区
東
神
田
二

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
九
百
六
十
四
号
　
　
平
成
二
十
一
年
七
月
十
三
日

三
八
二



取
締
役
　
鈴
木
正
利

丁
目
八
番
十
二
号

株
式
会
社
ム
ラ
サ
キ
ス
ポ
ー
ツ
東
京
都
台
東
区
上
野
四
丁
目

代
表
取
締
役
　
金
山
良
雄

七
番
二
号

有
限
会
社
テ
ィ
ッ
ピ
ラ
グ
　
代
東
京
都
武
蔵
野
市
吉
祥
寺
南

表
取
締
役
　
植
木
勝
也

町
一
丁
目
十
七
番
九
号
　
藤

山
ビ
ル
二
Ｆ

有
限
会
社
サ
ボ
イ
　
代
表
取
締
山
梨
県
甲
斐
市
篠
原
二
千
三

役
　
秋
山
憲

百
三
番
地

有
限
会
社
ア
ッ
プ
コ
ー
ポ
レ
ー
山
梨
県
甲
府
市
徳
行
五
丁
目

シ
ョ
ン
　
代
表
取
締
役
　
佐
野
十
番
二
十
一
号

宏中
村
漆
器
産
業
株
式
会
社
　
代
長
野
県
塩
尻
市
大
字
木
曽
平

表
取
締
役
　
中
村
忠

沢
千
八
百
十
九
番
地

株
式
会
社
セ
イ
ビ
ド
ー
　
代
表
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁

取
締
役
　
輿
石
丈
夫

目
十
五
番
八
号

株
式
会
社
Ｃ
Ｌ
Ａ
Ｙ
　
代
表
取
山
梨
県
甲
府
市
富
士
見
一
丁

締
役
　
野
田
秀
樹

目
二
番
四
号

む
ろ
い
株
式
会
社
　
代
表
取
締
山
梨
県
中
央
市
流
通
団
地
一

役
　
室
井
聡
一
郎

丁
目
五
番
二
号

株
式
会
社
モ
リ
エ
　
代
表
取
締
愛
知
県
稲
沢
市
天
池
五
反
田

役
　
酒
井
勝
徳

町
一
番
地

株
式
会
社
サ
ン
リ
フ
ォ
ー
ム

愛
知
県
稲
沢
市
天
池
五
反
田

代
表
取
締
役
　
馬
場
章
夫

町
一
番
地

株
式
会
社
神
奈
川
く
ま
ざ
わ
書
東
京
都
八
王
子
市
八
日
町
一

店
　
代
表
取
締
役
　
熊
沢
真

番
十
一
号

株
式
会
社
タ
カ
キ
ュ
ー
　
代
表
東
京
都
板
橋
区
板
橋
三
丁
目

取
締
役
　
臼
井
一
秀

九
番
七
号

株
式
会
社
キ
ン
グ
　
代
表
取
締
東
京
都
品
川
区
西
五
反
田
二

役
　
山
田
幸
雄

丁
目
十
四
番
九
号

株
式
会
社
大
創
産
業
　
代
表
取
広
島
県
東
広
島
市
西
条
吉
行

締
役
　
矢
野
博
丈

東
一
丁
目
四
番
十
四
号

株
式
会
社
リ
オ
チ
ェ
ー
ン
　
代
愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
平
和

表
取
締
役
　
横
山
貞
幸

一
丁
目
一
番
二
十
号

株
式
会
社
新
星
堂
　
代
表
取
締
東
京
都
杉
並
区
上
荻
一
丁
目

役
　
砂
田
浩
孝

二
十
三
番
十
七
号

株
式
会
社
ザ
・
ク
ロ
ッ
ク
ハ
ウ
東
京
都
新
宿
区
新
宿
一
丁
目

ス
　
代
表
取
締
役
　
花
谷
洋
二
十
九
番
十
号

株
式
会
社
ム
カ
イ
　
代
表
取
締
静
岡
県
静
岡
市
駿
河
区
中
野

役
　
向
井
正
太
郎

新
田
百
二
十
五
番
地
の
一
（

第
一
ム
カ
イ
ビ
ル
二
階
）

株
式
会
社
良
品
計
画
　
代
表
取
東
京
都
豊
島
区
東
池
袋
四
丁

締
役
　
金
井
政
明

目
二
十
六
番
三
号

株
式
会
社
ラ
イ
ト
オ
ン
　
代
表
茨
城
県
つ
く
ば
市
吾
妻
一
丁

取
締
役
　
藤
原
政
博

目
十
一
番
一

有
限
会
社
山
一
補
正
　
代
表
取
静
岡
県
沼
津
市
西
島
町
四
番

締
役
　
山
口
昭

十
号

３
　
変
更
の
年
月
日

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
三
日

三
　
届
出
年
月
日

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
五
日

正
　
　
　
誤

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
九
百
六
十
四
号
　
　
平
成
二
十
一
年
七
月
十
三
日

三
八
三



ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

○
　
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日
山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号
（
山
梨
県
教
育
職
員
免
許
に
関

す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
）

一

下

一

「
書
類
」
を
「
書
類
の
添
「
書
類
を
省
略
す
る
」
を
「

同

同

終
わ
り
か
ら
一
六

付
」

書
類
の
添
付
を
省
略
す
る
」

二

上

一
五

「
書
類
」
を
「
書
類
の
添
「
書
類
を
省
略
で
き
る
」
を

同

同

一
六
か
ら
一
七

付
」

「
書
類
の
添
付
を
省
略
す
る

こ
と
が
で
き
る
」

発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
九
百
六
十
四
号
　
　
平
成
二
十
一
年
七
月
十
三
日

三
八
四

｝｝


